
 

下館・結城都市計画区域区分の変更（茨城県決定） 
 

 

都市計画区域区分を次のように変更する。 

 

１．市街化区域及び市街化調整区域の区分 

「計画図表示のとおり」変更する。 

 

 

２．人口フレーム 

年 次 

 

区 分 

平成 27年 

（基準年） 

令和 7年 

（基準年の 10年後） 

都市計画区域内人口 198.8千人 187.3千人 

 市街化区域内人口 73.8千人 75.3千人 

  配分する人口 － 75.3千人 

  保留する人口 － － 

   （特定保留） － － 

   （一般保留） － － 

 

 

理 由 

 広域的な交通網の整備効果を活かし、結城第一工業団地の拡大地区となる産業系

市街地の形成を図るため、本案のとおり区域区分の変更を行う。 

 

 


